
令和７年度志摩市地域公共交通会議 第１回離島航路幹事会 事項書 
 
 

場所： 令和７年６月１６日（月）午後２時００分～ 
日時： 志摩市消防本部 会議室 

 
 
１．開会 
 
 
 
２．報告事項 
 
（１）和具～賢島航路の現状について                資料１ 
 
 
（２）令和６年度地域公共交通確保維持改善事業（生活交通確保維持   資料２ 

改善計画に基づく事業）の二次評価結果について            
 
 
 
３．協議事項 
 
（１）生活交通確保維持改善計画（離島航路確保維持計画）の     資料３ 

策定について                          
 
（２）交通 DX・GX による経営改善支援事業について         資料４ 
 
 
 
４．その他 
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2
間崎自治会
会長 下川　 元三

3
間崎婦人会
会長 山本く に枝

4
三重県立水産高等学校
校長 谷奥　 茂

5
一般社団法人志摩市観光協会
専務理事

岡田　 英美

6
社会福祉法人志摩市社会福祉協議会
会長 前田　 正典

7
中部運輸局三重運輸支局
鳥羽海事事務所長 中村　 陽一

8
志摩マリ ンレ ジャ ー株式会社
取締役社長 矢尾　 弘

9
三重県南部地域活性化局
次長兼南部地域振興企画課長 山本　 佳子

志摩市地域公共交通会議　 離島航路幹事会　 委員名簿

　 　 　 　 　 　                    　 任期： 令和7年4月1日から 令和9年3月31日まで



和具～賢島航路　 年間輸送実績（ １ ）

コ ロナ禍以前

令和6年度末現在

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 R元年度と
R6年度の比較

人　 員
（ 人） 44, 333 39, 275 35, 723 35, 406 31, 446 27, 300 27, 757 27, 165 24, 990 25, 781 26, 619 25, 633 26, 051 20, 476 20, 159 22, 747 24, 775 21, 286

対前年比 －－－ ▲ 5, 058 ▲ 3, 552 ▲ 317 ▲ 3, 960 ▲ 4, 146 457 ▲ 592 ▲ 2, 175 791 839 ▲ 986 418 ▲ 5, 575 ▲ 317 2, 588 2, 028 ▲ 3, 489

旅客収入
（ 千円） 14, 752 13, 131 12, 887 11, 647 11, 156 10, 673 10, 577 9, 837 10, 018 10, 579 10, 608 9, 844 10, 370 7, 813 8, 157 10, 875 11, 955 10, 685

対前年比 －－－ 1, 621 ▲ 244 ▲ 1, 240 ▲ 491 ▲ 483 ▲ 96 ▲ 740 181 561 29 ▲ 764 526 ▲ 2, 557 344 2, 718 1, 080 ▲ 1, 270

１ ７ 年度 １ ８ 年度 １ ９ 年度 ２ ０ 年度 ２ １ 年度 ２ ２ 年度

金　 額（ 千円） 15, 597 14, 741 14, 752 13, 131 12, 887 11, 647

▲ 4, 765
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和具～賢島航路　年間輸送実績（２）

令和元年度 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度

利用者合計
（ 人） 26, 051 20, 476 20, 159 22, 747 24, 775 21, 286

対前年比 - ▲ 5, 575 ▲ 317 2, 588 2, 028 ▲ 3, 489
離島住民
（ 人） 2, 970 2, 690 2, 470 3, 210 2, 728 2, 175

対前年比 - ▲ 280 ▲ 220 740 ▲ 482 ▲ 553
定期券を利用し ている学生及び通勤客

（ 人） 7, 050 6, 308 6, 500 7, 600 7, 950 5, 500

対前年比 - ▲ 742 192 1, 100 350 ▲ 2, 450
島民以外の志摩市民及び観光客

（ 人） 16, 031 11, 478 11, 189 11, 937 14, 097 13, 611

対前年比 - ▲ 4, 553 ▲ 289 748 2, 160 ▲ 486
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和具～賢島航路　 高校生等航路通学支援補助金交付実績・ 航路収支実績

　  高校生等航路通学支援補助金交付実績

令和4年度 令和5年度 令和6年度

交付者数
（ 人） 4 10 5

交付額
（ 円） 57, 960 364, 896 215, 136

金　 額（ 千円） 15, 597 14, 741 14, 752 13, 131 12, 887 11, 647

  航路運航収支実績 単位： 千円

R1 R2 R3 R4 R5 R6

11, 459 11, 131 9, 747 12, 369 12, 854 11, 293

58, 484 56, 717 24, 982 31, 592 27, 262 25, 197

▲ 47, 025 ▲ 45, 586 ▲ 15, 235 ▲ 19, 223 ▲ 14, 408 ▲ 13, 904

国 6, 689 6, 566 7, 274 8, 509 4, 921 2, 787

県 2, 816 3, 006 3, 669 5, 236 4, 644 5, 488

市 8, 000 8, 000 6, 000 4, 000 4, 644 5, 488

合計（ C） 17, 505 17, 572 16, 943 17, 745 14, 209 13, 763

▲ 29, 520 ▲ 28, 014 1, 708 ▲ 1, 478 ▲ 199 ▲ 141

　 ※令和3年10月から 浜島～和具航路は休止

年　 度
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費用（ B）

収支（ A-B)

補
助
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額
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（別添１）

令和7年1月10日

協議会名：

評価対象事業名：

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

【補助対象となる事業者
名等の名称を記載】

【系統名・航路名・設備名、運行（航）区間、整備
内容等を記載（陸上交通に係る確保維持事業に
おいて、車両減価償却費等及び公有民営方式車
両購入費に係る国庫補助金の交付を受けている
場合、離島航路に係る確保維持事業において離
島航路構造改革補助（調査検討の経費を除く。）
を受けている場合は、その旨記載）】

【事業評価の評価対象期間
において、前回の事業評価
結果をどのように生活交通
確保維持改善計画に反映さ
せた上で事業を実施したか
を記載】

A
・
B
・
C
評
価

【計画に基づく事業が適切に実
施されたかを記載。計画どおり
実施されなかった場合には、理
由等記載】

A
・
B
・
C
評
価

【計画に位置付けられた定量的
な目標・効果が達成されたかを、
目標ごとに記載。目標・効果が
達成できなかった場合には、理
由等を分析の上記載】

【事業の今後の改善点及びより適切な目標を記
載。改善策は、事業者の取り組みだけでなく、地
域の取り組みについて広く記載。特に、評価結果
を生活交通確保維持改善計画にどのように反映
させるか（方向性又は具体的な内容）を必ず記載
すること。】
※なお、当該年度で事業が完了した場合はその
旨記載

志摩マリンレジャー株式
会社

【航路名】和具～賢島航路
【航路区間】和具～間崎～賢島

・離島住民の重要な生活交
通である本航路の確保維持
を図るため、国と市の協調
補助により、故障のため運
行停止となっていた定期船
「おくしま」の主機関換装を
実施した。

・航路が県立水産高校への
重要な通学手段であること
から、通学利用の促進を図
ることを目的に、高校生等航
路通学支援補助金を継続実
施した。

・観光客等の利用促進を図
るため、運航事業者による
航路ホームページのリ
ニューアルや志摩市公式
LINEにおける航路ダイヤの
情報提供を実施した。

・和具定期船乗り場と志摩
町内目的地を接続する二次
交通として、AIデマンド交通
「のりあい」の実証運行を実
施した。

・航路利用と島内外の交流
を促進するため、間崎島に
おいてマルシェ等のイベント
を実施した。

B

【総合評価】
事業（運航）は概ね適正に実施さ
れた。

【課題点】
・故障により運航停止となってい
た、主力船「おくしま」が令和6年
3月に復帰し、運航の安定性は
向上したが、いずれも船齢が高
い船舶での運航において、故障
等のリスクは依然高く、一部運休
に伴う代替運航を実施した。

・間崎島民の高齢化が進む中、
島における公民連携での誘客イ
ベント等の実施が困難となってき
ている。

B

和具～間崎～賢島区間の年間
利用客数について、令和4年度
実績値から約2,000人増加させ、
24,700人とすることを定量的目
標として設定し事業を行った。結
果、実績として利用客は21286.5
人となり、目標値を達成すること
はできなかった。

島民及び定期券利用を除く、観
光客等一般利用は前年実績値
から約650人増加している一方
で、島民が約1700人、定期券利
用が2,450人減少している。
島民の高齢化と人口減少は進
行しており、引き続き支援のた
め、航路利用環境の向上に取り
組んでいく。

・高校生等がそれぞれ適した通学手段
を柔軟に選択できるよう、学校や運航
事業者と連携し、航路通学支援補助金
制度を含めた、生徒や保護者へ航路
の周知を積極的に実施する。

・間崎島民の本土での移動支援につな
がる取組として、和具及び賢島定期船
乗り場と目的地間を接続するAIデマン
ド交通「のりあい」の実証運行を実施す
る。

・航路の経由地である間崎島につい
て、島民と連携し、交流イベントを実施
し、航路の利用促進を図る。

・令和7年3月末までの復帰を目標とし
て、運航停止中の定期船「さきしま」の
主機関等換装を実施し、航路の確保維
持を図る。

志摩市地域公共交通会議

離島航路運営費等補助金

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況

1/2
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（別添１－２）

令和7年1月10日

協議会名：

評価対象事業名：

地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について

　

　志摩市では令和６年３月に志摩市地域公共交通計画を策定し、本計画が目指す将来像として、高齢者と高校生を中心とした市民と来訪
する観光客を念頭に置き、「住む人の誰もが、いつまでも、安心して自由に出かけられ、訪れた人がみな、まちじゅうを自由に巡り、自然や人
の魅力に出会えるまち」と定めている。また、めざす将来像を実現するため、航路の対応方針として「定期航路（あご湾定期船）の運航維持
と利用促進」を掲げ、取組を進めている。
　本航路は、間崎島民の移動、物流、医療等において、必要不可欠な生活航路であることに加え、美しいリアス海岸を有する風光明媚な英
虞湾を運航する観光航路である。また、志摩町和具にある「県立水産高等学校」へ通学する学生の移動手段としても重要な役割を担い、地
域活性の面においても必要性の高い航路であることから、引き続き確保維持を図っていく。

志摩市地域公共交通会議

離島航路運営費等補助金
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志摩市地域公共交通会議

会長　村上　圭一　　殿

中 部 運 輸 局 長

 （ 公 印 省 略 ）

中 運 交 企 第 １ ６ ３ 号

令 和 7 年 3 月 27 日

令和５・６年度地域公共交通確保維持改善事業の二次評価について（通知）

　日頃より国土交通行政にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、先般報告された標記事業にかかる一次評価について、これを基に二次評価を行ったため、別紙

のとおり通知します。

なお、二次評価結果は協議会等において共有するとともに、次年度以降の計画等に反映いただくよう

お願いします。

 【問合せ先】
　　　中部運輸局交通政策部　交通企画課
    　　　　　      TEL：052-952-8006
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二次評価結果

　評価できる取組

・高校生等航路通学支援補助金の継続実施や訪島のきっかけとなるようなイベントの実施などを通じ、通学費用
の負担軽減やあご湾定期船の利用促進に努められていることを評価します。
・本土での移動利便性を向上させることで航路利用環境の向上にも資する取組として、AIデマンド交通の実証運
行を実施していることを確認しました。

　期待する取組

・新たに策定された地域公共交通計画に基づき、当該計画のめざす将来像の実現、及び、持続可能な公共交通
ネットワークの維持・活性化に向けた取組が進むことを期待します。
・高齢化の進展など地域の状況の変化に目を配りながら、引き続き、高校生等航路通学支援補助金の制度周知
や離島を訪れるきっかけづくりとなるイベント等の実施などを通じ、航路の利用促進に努められることを期待しま
す。
・AIデマンド交通の実証運行やサイクルツーリズム等の促進については、利用状況や利用者の声、運行（運航）
事業者の所感、観光面など地域への波及効果等、可能な範囲で様々なデータや意見などを参照し、理解や浸
透の状況を見ながら検討や改善等が進められることを期待します。

評価対象事業      離島航路

（別紙）中部運輸局二次評価結果 令和7年3月27日付け中運交企第１６３号通知

自治体・協議会名 志摩市地域公共交通会議
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令和７ 年６ 月 日 

 

志摩市 

資料３ －１  

1 0



 

１ ． 地域公共交通確保維持事業に係る目的・ 必要性 
 

志摩市では、 高齢化と 人口減少の問題が加速度的に深刻化し ており 、 地域のセーフ ティ ネッ

ト を確立し ていく 必要があり ます。  

確立すべき 地域のセーフ ティ ネッ ト のひと つである公共交通についても 、 鉄道、 路線バス、

航路など多様な事業者が交通サービスを提供し ている志摩市においては、こ れら サービスの連

携を図り 、 効率的で持続的な地域公共交通ネッ ト ワーク を構築し 、 市民・ 事業者・ 行政の相互

の協力により 、 一体的な計画のも と で取組を進めるため、「 志摩市地域公共交通計画」 を策定

し ています。  

「 志摩市地域公共交通計画」 においては、 めざす将来像と し て、 高齢者と 高校生を中心と し

た市民と 来訪する観光客の両者を念頭に置き つつ、「 住む人の誰も が、 いつまでも 、 安心し て

自由に出かけら れ、 訪れた人がみな、 まちじ ゅう を自由に巡り 、 自然や人の魅力に出会えるま

ち」 と 定めています。  

また、 めざす将来像を実現するため、 既存公共交通の最大限活用、 各地域の特性に応じ た、

新たな公共交通ネッ ト ワーク の段階的な構築、市民や交通事業者等多様な主体と の連携等を目

標と し て掲げています。  

 

志摩市の公共交通のひと つと し て、志摩マリ ンレジャ ー株式会社が、離島の間崎島を経由す

る和具～賢島航路を運航し ています。本航路は、美し いリ アス海岸を有する風光明媚な英虞湾

を運航し 、 生活航路と し ての必要性に加え、 観光航路と し ても 大きな潜在力を持っ ています。 

 

本航路の経由地である志摩市志摩町に属する間崎島は、 本土から 約 4ｋ ｍ離れた風光明媚な

英虞湾に浮かぶ離島で、 人口約 50 人、 そのう ち約 80％が 65 歳以上と いう 高齢化率が非常に

高い島です。  

本土と の行き 来には、唯一の公共交通機関である、 志摩マリ ンレジャ ー株式会社が運航する

和具～賢島航路を利用し ています。  

当航路は志摩市志摩町和具の和具浦を起点に、間崎島を経由し 志摩市阿児町神明の賢島港に

至る航路であり 、島民の本土と の往来に加え、郵便物や宅配便などの物資の輸送を担い日常生

活を支えると と も に、和具にある県立水産高等学校への通学手段と し ても 利用さ れている重要

な航路と なっ ています。 また、 間崎島には島民の文化・ 教養・ 福祉の増進を図るための公的施

設と し て志摩市間崎島開発総合センタ ーはあるも のの、 学校、 病院（ 訪問診療を月 2 回程度実

施） などはなく 、 本土に行かざるを得ない状況にあり ます。 特に高齢者が多い間崎島では、 日

頃から の健康管理は非常に重要であり 、医療機関への通院など離島航路の重要性は大変高いも

のがあり ます。  

さ ら に、 本航路は、 乗船場が賢島駅に隣接すると いう 利便性や、 英虞湾の美し い景観を楽し

めると いっ た観光航路と し ての潜在力も 持ち合わせているこ と から 、「 志摩市地域公共交通計

画」 において、「 定期航路（ あご湾定期船） の運航維持と 利用促進」 を対応方針の 1 つと し て

位置づけています。  
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し かし 、 離島住民の人口は年々減少し 、 高齢化と 相まっ て、 離島住民の航路利用増加を見込

むこ と が困難な状況です。 また、 近年の燃油費の変動は、 航路経営に大きな影響を及ぼし てい

ます。  

さ ら に、 令和 7 年 2 月には、 故障により 運航停止と なっ ていた予備船舶「 さ き し ま」 が「 交

通 DX・ GX 経営改善支援事業」 の活用により 、 主機及び補機換装を実施し 、 復帰し まし たが、

定期船 3 隻はいずれも 船齢が高く 、故障のリ スク も 高まっ ており 、安定運航維持のための課題

と なっ ています。  

コ ロナ禍以降、 回復傾向にあっ た年間輸送実績が、 令和６ 年度には再び減少するなど、 取り

巻く 環境は依然と し て厳し い状況があり ます。令和 5 年 4 月から の定期券料金改定や交通 DX・

GX 経営改善支援事業を活用し た主機換装による高効率化を図り 、 収支改善の取組を行っ てい

るも のの、航路事業者単独で航路を維持し ていく こ と は困難な状況にあるこ と から 、今後も 安

定し た航路運営を図るため、 公的な支援が必要不可欠です。  

 
 
 

２ ． 地域公共交通確保維持事業に係る定量的な目標・ 効果 

2024（ 令和 6） 年度の本航路の利用者実績は、 島民が約 2, 100 人、 定期券を利用し ている学

生及び通勤客が約 5, 500 人、 その他約 13, 600 人が島民以外の志摩市民及び観光客等であり 、

年間の利用者合計は約 21, 200 人と なり ます。 利用者数は 2023（ 令和 5） 年度より 減少し てい

る状況と なっ ています。  

本航路は、観光客利用の割合が多く 、観光客の利用者数の増減に影響を受けやすい航路であ

ると と も に、島民の日常生活や県立水産高等学校への通学を支援する重要な航路であると いえ

ます。  

今後は、 乗船場が賢島駅に隣接すると いう 立地を踏まえ、 鉄道と の乗り 継ぎ等により 、 利便

性の高い乗り 物と し て PRを進め、 島民はも と より 高校生の通学利用等を促進するほか、 観光

客利用の観点でも 鉄道と 船の組み合わせによる誘客を進めます。  

さ ら に、 志摩町和具の定期船乗り 場から の陸上移動を支援するための公共交通と し て、 令和

5 年度から 志摩市が実証運行を開始し ているデマンド 交通「 のり あい」 の本格運行に向けた取

組を進め、 移動利便性を高めます。  

また、 英虞湾や離島の魅力を活かし た観光コ ンテンツの磨き 上げを進め、間崎島における自

然体験や誘客イ ベント の実施、志摩町西部での海女小屋体験や真珠取り 出し 体験、グラ ンピン

グ施設利用等の誘客、航路を活用し たサイ ク リ ングツーリ ズムの提案など、観光関連事業者等

と 連携し た観光面及び離島振興の面から 利用促進を図り 、 本航路の維持に努めていき ます。  

 

本計画では、 上記の取組を行う こ と で、 和具～間崎～賢島区間の年間利用客数について、 過

去 3 か年の年間実績値平均 22, 936 人を確実に維持するこ と を目指し 、23, 000 人と するこ と を

定量的目標と し て設定し ます。  
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３ ． 地域公共交通確保維持事業により 運航を確保･維持する航路の概要及び運航予定者 
 

運航予定者： 志摩マリ ンレジャ ー株式会社（ 和具～賢島航路）  

航路の概要： 以下計画書参照 

運航計画書 （ 様式第２ －２ ）  

航路整備計画（ 様式第２ －３ ）  

 

４ ． 地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、 負担者 

令和８ 年度  収 入 見 込 額   １ ２ ， １ ７ ２ 千円 

 費 用 見 込 額   ２ ８ ， ９ ２ ０ 千円 

収支差見込額    １ ６ ， ７ ４ ８ 千円 

         運 賃 割 引 額      ３ ２ ４ 千円 

 負 担 者  国、 三重県、 志摩市、 志摩マリ ンレジャ ー株式会社 

※詳細は航路損益見込計算書（ 様式第２ －４ ） 参照 

 離島住民運賃割引見込書（ 様式第２ －５ －２ ） 参照 

 
 
 

５ ． 地域公共交通確保維持事業の改善等に関する事項 

別添： 離島航路３ カ 年計画（ 様式第２ －５ ）  

 
 
 

６ ． 離島航路構造改革事業に係る目的・ 必要性 

７ ． 離島航路構造改革事業に係る定量的な目標・ 効果 

８ ． 離島航路構造改革事業に要する費用の総額、 負担者及びその負担額 

該当事業がないため省略 

 
 
 

９ ． 協議会の開催状況と 主な議論 
 

志摩市地域公共交通会議全体会      令和６ 年６ 月２ ８ 日開催 
 

○主な議題 

     ・ デマンド 交通の実証結果等について 

・ 高校スク ールバスの運行見直し について 

・ 志摩市地域公共交通会議設置要綱の一部改正について 

 

志摩市地域公共交通会議離島航路幹事会 令和６ 年６ 月２ ８ 日開催 
 

○主な議題 

・ 生活交通確保維持改善計画（ 離島航路確保維持計画） の策定について   
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・ 交通 DX・ GX による経営改善支援事業について 

 

志摩市地域公共交通会議全体会      令和６ 年９ 月１ ７ 日開催 
 

○主な議題 

     ・ 地域公共交通網形成計画の評価について 

 

志摩市地域公共交通会議離島航路幹事会 令和７ 年１ 月１ ０ 日開催 
 

○主な議題 

・ 地域公共交通確保維持改善事業の事業評価について 

・ 生活交通確保維持改善計画（ 離島航路確保維持計画） の変更について 

 

 

 

１ ０ ． 利用者等の意見の反映状況 

当計画を策定する志摩市地域公共交通会議に離島航路幹事会を設置し 、 間崎島住民代表 2 名

が参画すると と も に、 2021 年度から は県立水産高等学校長も 加わり 、 利用者・ 住民の意見を

協議に反映する体制をつく っ ています。  

離島航路幹事会の意見等を基に、現状の便数を維持するこ と 、離島住民運賃割引補助の適用、

高校生等航路通学支援補助の適用による航路の通学利用促進などを当計画に反映し まし た。  

 
 
 

１ １ ． 協議会（ 志摩市地域公共交通会議 離島航路幹事会） のメ ンバー構成 

 

   志摩市政策推進部長（ 幹事長）         堀尾 清策 

間崎自治会長                下川 元三 

間崎婦人会長                山本 く に枝 

社会福祉法人志摩市社会福祉協議会 会長   前田 正典 

三重県立水産高等学校長           谷奥 茂 

志摩市観光協会専務理事           岡田 英美 

志摩マリ ンレジャ ー株式会社 取締役社長   矢尾 弘 

中部運輸局鳥羽海事事務所 所長       中村 陽一 

三重県南部地域活性化局 

次長兼南部地域振興企画課長     山本 佳子 
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様式第２ －２ ( 日本工業規格Ａ 列４ 番)  

 

運 航 計 画 書 

 

令和７ 年６ 月  日 

 

 

航 路 名 和  具 ～ 賢  島   事業者名 志摩マリ ン レ ジ ャ ー株式会社 

 

１ ． 航路の起点、 寄港地、 終点及びこ れら の距離 

 起 点 寄   港   地 終 点 合 計 

港 名 

 

 

 

 

 

和
ワ

 具
グ

 間
マ

 崎
サキ

       賢
カ シコ

 島
ジマ

  

 

 

 

 

 

 

各港間距離 
（ ｋ ｍ）  

３ ． ３        ３ ． ４  ６ ． ７  

所 要 時 間 

（ 分）  

１ ０        １ ５  ２ ５  

（ 注）  港名にはフ リ ガナを つける こ と 。  

 

２ ． 航  路  図 

 

 

       別 紙 の と お り  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 注） １ ． 当該航路の起点、 寄港地及び終点に寄港する 他の航路（ 他社の航路を 含む。 ） があれば、 その航

路を 図示し 、 運航事業者名及び航路名を 明記する こ と 。  

    ２ ． 当該航路の起点、 寄港地及び終点と 連絡する 他の交通手段があれば、 それを 図示し 、 その距離及

び需要状況を 附記する こ と 。  
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３ ． 使用船舶（ 予備船を 含む。 ） の明細 

 

船  名 船舶の 

種類 

船質 進水年月 船舶所有者 総ﾄﾝ数 貨物積載容積 

おく し ま 純客船 F. R. P 平成4年9月 志摩ﾏﾘﾝﾚｼ゙ ｬ ㈱ー 19ﾄﾝ ― 

( おおさ き)  〃  〃 平成9年5月    〃  〃 ― 

( さきし ま)   〃  〃 平成24年10月    〃  〃 ― 

       

 

船  名 自動車航送

に係る自動

車積載面積 

旅客定員( 等

級別に記載す

ること。 )  

主機の種類 連続最大出力 航海速力 

おく し ま ― 80名 ディ ーゼル  449Ｐ Ｓ  12. 0knot  

(おおさき)  ― 80名   〃  485Ｐ Ｓ  15. 0knot 

(さ きしま)  ― 70名   〃  449Ｐ Ｓ  13. 5knot 

      

( 注)予備船の船名は、 かっこ書きすること。  

 

４ ． 運航回数及び発着時刻表 

 ( １ ) 使用船舶別の運航回数 

 船    名 運 航 系 統 航 路 距 離 運 航 期 間 運 航 回 数  

お く  し  ま 和具～間崎～賢島 6. 7Km 通    年    1, 256回 

（ お お さ  き）  和具～間崎～賢島 6. 7Km   通  年    1, 537回 

( さ  き し  ま)  和具～間崎～賢島 6. 7Km   通  年     440回 

     

計      3, 233回 

( 注) １ ． 予備船の船名は、 かっ こ 書き と する こ と 。  

２ ． 運航系統の欄には、 直行便、 抜港便又は折返し 便ご と に、 それぞれの起点、 寄港地、

終点、 折返し 地点を 記載する こ と 。  

３ ． 航路距離の欄には、 各運航系統ご と の距離を 記載する こ と 。  

 

 ( ２ ) 発着時刻表 

      別 紙 の と  お り  
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登茂山 

東海第９ 号 

和具～賢島航路 

6.7 キロ 

合歓の郷 

ミ キモト  
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和具～賢島航路時刻表                 

通年ダイ ヤ（ 東海第９ 号）             

和   具 間   崎 賢      島 間   崎 和   具 

発 発 着 発 発 着 

  ６ ： ３ ５  ６ ： ４ ５  ７ ： ０ ０  ７ ： １ ０  ７ ： ２ ０  ７ ： ３ ２  

  ７ ： ３ ５  ７ ： ４ ５  ８ ： ０ ０  ８ ： １ ０  ８ ： ２ ０  ８ ： ３ ２  

  ８ ： ３ ５  ８ ： ４ ５  ９ ： ０ ０  ９ ： ５ ０  １ ０ ： ０ ０  １ ０ ： １ ２  

 １ ０ ： １ ５  １ ０ ： ２ ５  １ ０ ： ４ ０  １ ０ ： ４ ５  １ ０ ： ５ ５  １ １ ： ０ ７  

 １ １ ： １ ０  １ １ ： ２ ０  １ １ ： ３ ５     

   １ ２ ： ４ ０  １ ２ ： ５ ０  １ ３ ： ０ ２  

 １ ３ ： ０ ５  １ ３ ： １ ５  １ ３ ： ３ ０     

   １ ４ ： ５ ０  １ ５ ： ０ ０  １ ５ ： １ ２  

 １ ５ ： １ ５  １ ５ ： ２ ５  １ ５ ： ４ ２  １ ５ ： ４ ５  １ ５ ： ５ ５  １ ６ ： ０ ７  

 １ ６ ： １ ０  １ ６ ： ２ ０  １ ６ ： ３ ２  １ ６ ： ４ ０  １ ６ ： ５ ０  １ ７ ： ０ ２  

 １ ７ ： ０ ５  １ ７ ： １ ５  １ ７ ： ２ ７  １ ７ ： ３ ０  １ ７ ： ４ ０  １ ７ ： ５ ５  

      

 

 

※定期便の外に１ ヶ 月３ ０ 便まで臨時便を 運航する こ と があり ます。  
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様 式第２ －３ ( 日本工業規格 Ａ 列４ 番 )  

 

航 路 整 備 計 画 書 

   

令和７ 年６ 月   日 

 

航 路 名  和  具 ～ 賢  島    事業 者名 志 摩マ リ ン レ ジ ャ ー 株 式会 社 

 

 
 

 

 

 

経  

 

営  

 

主  

 

体  

 

の  

 

整  

 

備  

 当該航路に 平行又 は近 

接す る 航路に お い て 旅客  

定期航路事業を 営む 者が  

あ る 場合に は、 当該 旅客  

定期航路事業者と の 合併  

又は当該旅客定期航 路事  

業の譲り 受け 等事業 の集  

約を 行う こ と の要否 並び  

に そ の実施の方法及 び 予  

定期日 

 

 

 英虞湾内での定期航路事業者は当社のみであるので 

 

      該 当 な し  

 当該航路に 平行又 は近 

接す る 航路に お い て 旅客  

定期航路事業を 営む 者が  

あ る 場合に は、 当該 旅客  

定期航路事業者と す る 海  

上運送法（ 昭和２ ４ 年法  

律第１ ８ ７ 号） 第２ ８ 条  

の協定等そ の他の調 整の  

要否並び に そ の実施 の方  

法及び 予定期日 

 

 

 

 

 

      該 当 な し  

 運 

航 

の 

基 

本 

的 

条 

件 

の 

整 

備 

年    度  令和８ 年度  令和９ 年度 令和１ ０ 年度  

 航 

 

路 

起 点 和  具 和  具 和  具 

主 要 な 寄 港 地 間  崎 間  崎 間  崎 

終       点 賢  島 賢  島 賢  島 

 
使 

用 

船 

舶 

隻       数 ３  ３  ３  

総  ト   ン 数 ５ ７ ． ０  ５ ７ ． ０  ５ ７ ． ０  
新たに取得する 必要がある 場合におい

て要する 資金の調達方法 
― ― ― 

運 航 回 数 の 最 小 限 ９ 回 ９ 回 ９ 回 

1Km当り の旅客運賃の最高限 

 

121. 21円 

 

121. 21円 121. 21円 

 

（ 注 ） 離 島航 路運 営費 補助 を 受 け よ う と す る 年度以 降の 3年 分を 記 載す る こ と 。  
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様式第２ －４ （ 日本工業規格Ａ 列４ 番）

航　 路　 名　 　 　 和　 　 具～賢　 　 島　 事業者名　 　   志摩マリ ンレ ジャ ー株式会社　

（ 単位： 千円）

４ 年度航路損益
（ 令和3年10月～

令和4年9月）

５ 年度航路損益
（ 令和4年10月～

令和5年9月）

６ 年度航路損益
（ 令和5年10月～

令和6年9月）

３ カ 年平均
航路損益見込み
（ 令和7年10月～

令和8年9月）
備考( 増減理由）

１ ． 収　 　 　 益

　 　 Ａ 　 運　 航　 収　 益 11, 331 12, 451 11, 095 11, 626 11, 626

1. 10, 875 11, 956 10, 685 11, 172 11, 172 平均

2. 0 0

3. 456 495 410 454 454 平均

4. 0 0 0 0 0

5. 0 0 0 0 0

6. 0 0 0 0 0

7. 0 0 0 0 0

　 　 Ｂ 　 営　 業　 収　 益 1, 038 403 198 546 546

1. 0 0 0 0 0

2. 1, 038 403 198 546 546 平均

12, 369 12, 854 11, 293 12, 172 12, 172

２ ． 費　 　 　 用

　 　 Ａ 　 運　 航　 費　 用 26, 717 22, 698 21, 059 23, 491 24, 449

1. 405 237 295 312 312

( 1) 旅 客 歩 金 0 0 0 0 0 和具扱店契約解除に付、 0と する

( 2) 傷 害 保 険 料 405 237 295 312 312 平均

( 3) 雑 費 0 0 0 0 0 令和5年度「おくしま」運航0回

2. 0 0 0 0 0

3. 0 0 0 0 0

4. 0 0 0 0 0

5. 0 0 0 0 0

( 1) 貨 物 積 卸 費 0 0 0 0 0

( 2) 貨 物 歩 金 0 0 0 0 0

( 3) 貨 物 弁 金 0 0 0 0 0

( 4) 雑 費 0 0 0 0 0

6. 0 0 0 0 0

7. 9, 116 9, 489 7, 774 8, 793 8, 793 平均

8. 0 0 0 0 0

9. 374 230 219 274 274

( 1) 税 金 及 び 手 数 料 0 0 0 0 0

( 2) 水 先及び 係 留 料 等 374 230 219 274 274 平均

( 3) 代 理 店 手 数 料 0 0 0 0 0

10. 0 0 0 0 0

11. 16, 822 12, 742 12, 771 14, 112 15, 070

( 1) 船 員 費 15, 583 11, 515 11, 477 12, 858 12, 858
平均  5年度「 おく し ま」 運航0回  6年度「 さ
き し ま」 運航0回

( 2) 船 舶 備 品 費 0 0 0 0 959
「 おく し ま」 券売機289エアコ ン 175　 「 おおさ
き 」 ソ フ ァ ー414エアコ ン 81

( 3) 船 舶 消 耗 品 費 59 62 370 164 164 平均

( 4) 船 舶 修 繕 費 1, 078 1, 135 869 1, 027 1, 027 平均

( 5) 雑 費 102 30 55 62 62 平均

　 　 Ｂ 　 営　 業　 費　 用 4, 875 4, 564 4, 137 4, 525 4, 471

1. 70 82 78 77 77

( 1) 船 舶 0 0 0 0 0

( 2) 航 路 附 属 施 設 70 82 78 77 77 平均

2. 133 204 228 188 188

( 1) 船 舶 45 27 42 38 38 平均

( 2) 航 路 附 属 施 設 88 92 87 89 89 平均

( 3) 消 費 税 0 85 99 61 61 平均

3. 0 0 0 0 0

( 1) 船 舶 0 0 0 0 0

( 2) 航 路 附 属 施 設 0 0 0 0 0

4. 758 801 750 770 736

( 1) 航 路 開 設 費 0 0 0 0 0

( 2) 船 舶 0 0 0 0 0 実績

( 3) 航 路 附 属 施 設 758 801 750 770 736 実績

5. 30 30 0 20 0

( 1) 船 舶 0 0 0 0 0

( 2) 航 路 附 属 施 設 30 30 0 20 0 間崎島待合所建物無償譲渡

6. 0 0 28 9 9 平均

7. 3, 884 3, 447 3, 053 3, 461 3, 461 平均

31, 592 27, 262 25, 196 28, 017 28, 920

３ ． 差引当期純利益（ 純損失） ▲ 19, 223 ▲ 14, 408 ▲ 13, 903 ▲ 15, 845 ▲ 16, 748

8, 509 4, 921 2, 787

5, 236 4, 644 5, 488

4, 000 4, 644 5, 488 ( 注)

(注）市区町村補助金には浜島～賢島航路の補助金を含む。

店 費

費　 　 　 用　 　 　 計

　 （ 国庫補助金）

　 （ 都道府県補助金）

　 （ 市区町村補助金）

保 険 料

税 金

利 子

減 価 償 却 費

賃 借 （ 用 船 ） 料

貨 物 費

航 路 附 属 施 設 費

郵 便 ・ 信 書 便 取 扱 費

燃 料 潤 滑 油 費

養 缶 水 費

港 費

雑 費

船 費

旅 客 費

29年度主力船「おくしま」のみ保証額
６千万円→１憶円に変更

手 荷 物 取 扱 費

小 荷 物 取 扱 費

自 動 車 航 送 取 扱 費

貨 物 運 賃

郵 便 ･ 信 書 便 航 送 料

雑 収 入

航 路 附 属 施 設 収 入

雑 収 入

収　 　 　 益　 　 　 計

航路損益（ 見込） 計算書

旅 客 運 賃

手 荷 物 運 賃

小 荷 物 運 賃

自 動 車 航 送 運 賃
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様式第２－５－２（日本工業規格Ａ列４番）

令和４年度 令和５年度 令和６年度

22,747.5 24,775.0 21,286.5

3,210 2,728 2,175

3,210 2,728 2,175

0 0 0

0 0 0

0 0 0

19,537.5 22,047.0 19,111.5

　　　　・対象区間　賢島～間崎　　　　　　　　　　　　　       　　　　　・航路距離　       ３．４ 　 　㎞

　　　　・区間運賃　　　 　　　　   ４００ 　　　円（Ａ）　　　　　　　　　　・地方バス運賃　　２８０　　　円

　　　　・協議会決定運賃　　　　 ２８０  　 　円（Ｂ）

　    　・割引単価（Ｃ）　（Ａ－Ｂ）　　１２０ 　円　　（小人　６０   　円）

３．割引実績見込表        （人）

月 大   人 小   人 計

10 152 152

11 153 153

12 177 177

1 132 132

2 138 138

3 160 160

4 127 127

5 139 139

6 157 157

7 127 127

8 144 144

9 125 125

合計（Ｄ） 1,731 0 1,731

割引単価（Ｃ）　         １２０        　　円

補助対象経費

（Ｅ）　（Ｃ×Ｄ）  　   ２０７，７２０ 　　　円

補助金額

（Ｅ×１/２）　  　　　  １０３，８６０  　 円

（注） １．区間毎の旅客運賃表を添付すること。
　　 　２．バス運賃に関する資料を添付すること。（運賃表、区間距離等）

２．運賃割引内容

　　○実施期間　令和7年10月1日　～　令和8年9月30日

　　○割引内容

　　　うち離島住民

　　　　大　人

　　　　小　人

　　　　定期利用者（通勤）

　　　　定期利用者（通学）

　　　　うち離島住民以外

　旅客輸送人員

離島住民運賃割引見込書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業者名　志摩マリンレジャー株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　航 路 名　 和具～賢島航路　　

１．旅客輸送実績（過去3年）
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様式第２－５－２（日本工業規格Ａ列４番）

令和４年度 令和５年度 令和６年度

22,747.5 24,775.0 21,286.5

3,210 2,728 2,175

3,210 2,728 2,175

0 0 0

0 0 0

0 0 0

19,537.5 22,047.0 19,111.5

　　　　・対象区間　間崎～和具　　　　　　　　　　　　　       　　　　　・航路距離　       ３．３ 　 　㎞

　　　　・区間運賃　　　 　　　　   ４００ 　　　円（Ａ）　　　　　　　　　　・地方バス運賃　　２８０　　　円

　　　　・協議会決定運賃　　　　 ２８０  　 　円（Ｂ）

　    　・割引単価（Ｃ）　（Ａ－Ｂ）　　１２０ 　円　　（小人　６０   　円）

３．割引実績見込表        （人）

月 大   人 小   人 計

10 86 86

11 86 86

12 99 99

1 74 74

2 77 77

3 90 90

4 71 71

5 79 79

6 88 88

7 71 71

8 81 81

9 71 71

合計（Ｄ） 973 0 973

割引単価（Ｃ）　         １２０        　　円

補助対象経費

（Ｅ）　（Ｃ×Ｄ）  　   １１６，７６０ 　　円

補助金額

（Ｅ×１/２）　  　　　  ５８，３８０  　 円

（注） １．区間毎の旅客運賃表を添付すること。
　　 　２．バス運賃に関する資料を添付すること。（運賃表、区間距離等）

２．運賃割引内容

　　○実施期間　令和7年10月1日　～　令和8年9月30日

　　○割引内容

　　　うち離島住民

　　　　大　人

　　　　小　人

　　　　定期利用者（通勤）

　　　　定期利用者（通学）

　　　　うち離島住民以外

　旅客輸送人員

離島住民運賃割引見込書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業者名　志摩マリンレジャー株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　航 路 名　 和具～賢島航路　　

１．旅客輸送実績（過去3年）
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　　　　　　　　　　　　　　　運賃表

単位：円、消費税込み

普 通 運 賃
団 体 割 引 運 賃

15 ～ 99人 100 ～ 299人 300人以上

 鳥羽湾めぐりとイルカ島

大 人 小 人 大 人 小 人 大 人 小 人 大 人 小 人

2,400 1,300 2,160 1,170 1,920 1,040 1,680 910

単位：円、消費税込み

普 通 運 賃
団 体 割 引 運 賃

15 ～ 99人 100 ～ 299人 300人以上

 賢島エスパーニャクルーズ（あご湾遊覧）

※ 大人（中学生以上）　小人（4歳 ～ 小学生）

大 人 小 人 大 人 小 人 大 人 小 人 大 人 小 人

1,900 1,100 1,710 990 1,520 880 1,330 770

単位：円、消費税込み

区 間 大 人 小 人

※ 大人（中学生以上）　小人（4歳 ～ 小学生）

 あご湾定期航路

和 具 ～ 間 崎 400 200

間 崎 ～ 賢 島 400 200

和 具 ～ 賢 島 800 400

※大人（中学生以上）　小人（小学生）

 団体割引運賃

　　　　　　　　　　　　　区分
　人員

一　般　団　体 学　生　団　体 無賃扱い人数

大 人 ・ 小 人 小 学 生 中学・高校・大学生 15～99人･･･････ 1人

100～149人･････ 2人

150～199人･････ 3人

200～249人･････ 4人

250～299人･････ 5人

300～349人･････ 6人

      15 ～  99人 1 割引 1 割引

3 割引100 ～ 299人 2 割引 2 割引

300人以上 3 割引 3 割引

適用なし

計算方：普通運賃×（1-割引率）×（総人数-無賃扱い人数）計算の結果、10円未満の端数が生じた場合はその端数を切り上げます。

 障がい者割引（身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者）

 種別 本人 介護の方 適用条件

2025年4月1日 運賃改定

 お問合せ・のりば

 〒517-0011　三重県鳥羽市鳥羽1丁目2383-51 【 鳥 羽 湾 め ぐ り と イ ル カ 島 】 鳥羽営業所 ＴＥＬ0599-25-3145

 ＴＥＬ0599-25-3147 ＦＡＸ0599-25-3179 【 賢 島 エ ス パ ー ニ ャ ク ル ー ズ 】
賢島営業所 ＴＥＬ0599-43-1023

http ://www.shima-m arineleisure.com 【 あ ご 湾 定 期 船 航 路 】

 身体障がい者　第 1 種

 知的障がい者　第 1 種

 精神障がい者  1 級
  5 割引   5 割引

　1.各割引の適用にあたっては、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の提

　　 示または障害者手帳アプリ「MIRAIRO ID」の画面提示が必要となります。

　2.割引種別（第1種・第2種）の判定に関しては、手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄」

     の区分記載欄を確認させていただきます。

　3.介護の方については、第1種身体障がい者、第1種知的障がい者、精神障がい者1級1名に

　　 ついて1名が5割引となります。

 身体障がい者　第 2 種

 知的障がい者　第 2 種

 精神障がい者  2 ・3 級
　5 割引
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様式第２ -５ ( 日本工業規格Ａ 列４ 番)  
                                      

事業者名 志摩マリ ンレジャ ー株式会社 
                                     航 路 名 和具～賢島 
 

離島航路３ カ 年計画 
( 令和７ 年度～令和９ 年度)  

 
１ ． 国庫補助航路の経営改善に関する基本方針 
   ・ 旅行会社や観光団体と 連携、 協力を 図り 、 観光客の集客に努める。  
   ・ 無駄を 排除し 運航経費の削減に取り 組む。  
 
２ ． 航路整備計画および運航計画の改善に関する事項 
    （ 航路の再編、 経営主体のあり 方、 使用船舶の代替、 運航便数・ ダイ ヤの変更等）  
     項 目          内    容 

経営主体のあり 方 

 

 

 

 

使用船舶の確保 

 

 

 

 

 

 

 

運航便数ダイ ヤ変更 

輸送人員および旅客運賃収入は減少傾向が続いており 、 収支に

関し ても 赤字が年々かさ む一方である。 当社単独での航路の維

持が明ら かに困難であり 、 公的な支援金の大幅な増額が必要

である。  

 

船舶の老朽化が進行し ている状況下、 ３ 隻体制にて運航し て

いるが、 主力船「 おく し ま」 予備船「 おおさ き 」 の補機関製

造業者が事業を 撤退し ため、 機関故障の際、 部品の入手が困

難である。 安定し た運航体制を 引き 続き 確保する ためにも 、

補機関を 換装し 、 運航体制３ 隻運航の確保が重要と 考える。

また、 各船、 エアコ ンの能力が不十分であるため盛夏環境で

の船内温度の高騰を 危惧し ている。  

 

利便性と 運営コ スト を考慮し て需要に応じ た減便や発着時間

の変更を検討する。  

 
 
３ ． 収入の増加・ 確保に関する事項( 輸送量の拡大・ 確保、 運賃改定等)  
     項 目          内    容 

輸送量の拡大・ 確保 

 

 
運賃改定 

旅行会社や観光団体、 その他交通機関と 連携、 協力し 、 観光 

客の集客に努める。  

 
航路の経営状態を 改善するため、平成２ 年以来の運賃値上げ
（ 消費税率引き 上げ時は除く ） を 令和３ 年１ ０ 月１ 日に実施
し た。 また、 令和５ 年４ 月１ 日には、 定期旅客運賃割引率抑
制を 解除し 、 割引率を引き 下げ（ ＝標準運送約款） 、 運賃収
入の確保に努めた。  
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４ ． 経費の節減に関する事項( 船員費、 燃料潤滑油費、 船舶修繕費等の節減)  
     項 目          内        容 

船員費 

 

燃料潤滑油費 

 

 

 

 

船舶修繕費 

船員の勤務時間軽減による人件費削減を検討する。  

 

適正な速度調整による燃料効率化、 および、 ド ッ ク 時などに

定期的な船底掃除や機関メ ンテナン スにより 燃費効率向上を

図り 燃料費削減に努める 。 また、 よ り 効率的な運航便数や運

航ダイ ヤの設定を 行い、 燃料費の削減を検討する。  

 

船舶修繕費については、 安全運航を 最重点に、 毎年上架点検

を 行い、 必要に応じ エンジンの分解修理等を 実施する。  

 
５ ． 関係機関等と の連携に関する事項 
 （ 港湾施設等のイ ンフ ラ 整備、 離島活性化方策と の連携等）  
     項 目           内        容 

港湾施設の整備 

 

 

 

 

離島活性化方策と の 

連携 

 
 

賢島定期船乗場上屋については、 経年劣化に伴い、 ペンキが

剝がれ錆びている状態であっ たため、 令和６ 年２ 月に鉄骨塗

装工事を実施し た。  

 

 

自治体の観光部署等と 連携強化し 、 船舶利用の促進と 情報発

信（ 経路検索アプリ を利用し 乗換案内を充実） を強化する。  
 

  

 
６ ． 今後引き 続き 検討すべき 事項 
     項 目                  内        容 

サービス基準 
 
 

利用者の実態、 利便性について調査し 、 サービス基準の変更
も 含めダイ ヤの見直し を 図り コ スト 削減に努める。  
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離島航路3カ 年計画による輸送量及び収支見込み 
 

１ ． 輸送量の見込み                       

          区 分 

 項 目 

   現 状 

   ( ７ 年度)  

   初年度 

    ( ８ 年度)  

   ２ 年度 

    ( ９ 年度)  

   ３ 年度 

    ( １ ０ 年度)  
 旅 客   人 22,561 22,936 22,261 22,170 

 人キロ 113,214.9 116,383.4 

 

112,248.47 110,497.9 

 自動車   台     

台キロ     

 貨 物   ト ン     

 

２ ． 収支の見込み                                                       ( 千円)  

          区  分 

 項 目 

   現  状 

   ( ７ 年度)  

   初年度 

   ( ８ 年度)  

   ２ 年度 

   ( ９ 年度)  

   ３ 年度 

   ( １ ０ 年度)  
 旅 客  運  賃 10,329 11,172 

 

10,729 

 

10,744 

 

 

 手 荷 物 運 賃 0 0 0 0 

 小 荷 物 運 賃 404 454 423 427 

 

 

 自動車航送運賃 0 0 0 0 

 貨  物  運  賃 0 0 0 0 

 郵便・ 信書便航送料 0 0 0 0 

 そ の 他 収 入 924 546 556 675 

    収   益   計 11,657 12,172 11,708 11,846 

  旅    客    費 298  312 301 

 

304 

  手荷物  取扱費 0 0 0 0 

 小荷物  取扱費 0 0 0 0 

 自動車航送取扱費 0 0 0 0 

 貨    物    費 0 0 0 0 

 郵便・ 信書便取扱費

郵 便 ・ 信 書 便 取 扱 費

            

0 0 0 0 

燃料潤 滑油 費

燃 料 潤 滑 油 費 

8,420 8,793 8,329 8,514 

  養  缶  水  費 0 0 0 0 

 港          費 291 

 

274 261 275 

 

0 

 雑          費 0 0 0 0 

 船    員    費 12,050 12,858 

 

12,128 12,345 

 

 

 船 舶 備 品 費 469 959 476 635 

  船舶消耗品費 60 164 198 141 

 

 

 船 舶 修 繕 費 5,195 1,027 2,364 2,862 

 

 

 船  費  雑  費 65 62 

 

61 63 

 

 

 保    険    料 67 77 74 73 

 

 

 税          金 142 188 186 172 

 

 

0 

 利          子 0 0 0 0 

 減 価 償 却 費 735 736 740 

 

737 

 

 
 賃借 ( 用船)  料 0 0 0 0 

 航路付属施設費 765 9 268 347 

  店          費   3,735 3,461 3,416 

 

 

3,537 

    費   用   計 32,292 28,920 28,802 

 

 

 

30,005 

 

 

   損        益 △20,635 △16,748 

 

△17,094 △18,159 

 

 

   収   支   率 36.10%  

%  

42.09%  40.65%  39.48%  
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離島航路第１ 表（ 日本工業規格Ａ 列４ 番）  

 

航路の科目別（ 見込） 数値等調査票 

 

（ 事業者名：  志摩マリ ンレジャ ー株式会社   航路名：  和具～賢島  ）  

 

1． 輸送量等実績見込 

 
 

 項   目 補 助 対 象 年 度 

 （ 令和８ 年度）  

 

  

  航 路 距 離（ キロ） （ 小数点第2位）               6. 70 

  

  キ ロ 当 た り 賃 率（ 円）  旅 客             119. 40 

           （ 小数点第2位）  

  航行距離（ ㎞） ※１ （ 小数点第2位） 43, 322. 20 

           （           ）  

  運 航 回 数         ※１  3, 233. 0 

  （           ）  

  旅 客 輸 送 人 キ ロ（ 小数点第2位）  116, 383. 40 

 （           ）  

  旅 客 輸 送 人 員 （ 人）  ※２  22, 936. 0 

  （           ）  

  自動車航送取扱量 （ 台）  ※３   

 （           ）  

  貨 物 取 扱 量 （ ト ン） ※４   

 （           ）  

   燃 料 消 費 量 （ ㍑） Ａ 重油  

           ※５  （           ）  

              Ｃ 重油  

 （           ）  

              軽 油 94, 195 

 （           ）  

 

※ 実施要領２ ． （ ２ ） ①に係る場合は、 増便分を（  ） 書にて内書きするこ と 。  

※ 補助対象期間中に運賃改定を予定し ている場合の賃率の算出根拠 
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２ ． 使用船舶の概要 ※６  

                                                                     

 船   名  就航年月  総ト ン数  就航比率    月延べ 

  船員数( 人)  
 備考 

 

 （ 主船）       

     おく し ま   H4. 9    19. 00 1. 000 

 

5  

      

 （ 予備船）       

     おおさ き   H9. 5    19. 00 0. 974 

 

6  

     さ きし ま   H24. 10    19. 00 0. 990 

 

1 

 

 

      

  ＊就航比率を使用し ない場合は、 「 就航比率」 欄は省略する。  

 

３ ． 平成５ 年10月１ 日以降に当該航路に就航し た船舶に係る経費等 

 

① 船名  おおさ き         

船名  さ きし ま              

② 船価  80, 402 千円（ おおさ き）  ※７  

船価    400 千円（ さ きし ま）   

③ 経費実績（ 見込）  

                              （ 単位： 円）  

 項   目  補 助 対 象 年 度  

 船 舶 利 子      0 

 減 価 償 却 費    0 

 

 

    （ おおさ き）       0 

    （ さ きし ま）       0 

 用 船 料      0 

3 0



 

 

航路の科目別（ 見込） 数値等調査票記載要領 

 

 

補助対象年度の見込数値等は、 下記注意事項により 算出する。  

 

 

記 

 

（ ※１ ）  離島航路第９ 表の航行距離及び運航回数と する。（ 運航雑収入と なる他航路就航又は回

航等は除く 。 ）  

（ ※２ ）  離島航路第１ ０ 表の輸送人員と する。  

（ ※３ ）  離島航路第１ １ 表の取扱数量と する。  

（ ※４ ）  離島航路第１ ２ 表の取扱数量と する。  

（ ※５ ）  離島航路第１ ６ 表の主燃料（ Ａ 、 Ｃ 、 軽油） の年間見込消費量と する。 ただし 、 就航比

率が１ 未満のも のに関し ては、第１ ６ 表の船舶ごと に就航比率を加味し た本航路分担見込消費量と

する。  

（ ※６ ）  当該年度中に代替建造等により 就航する予定船舶についても 記入する。  

月延べ船員数欄には、月間の運航日数が１ ５ 日以上ある使用船舶の法定乗組定員数（ 船員

法第69条に定める定員と する。）を当該船舶の稼働月数を基に月延べ換算し た人数と する。 

（ 注． 常時10人以上の船員を使用する事業者については、 船員法97条により 届出た就業 

規則に記載さ れた定員数と し 、それ以外の事業者については、船員法69条に基づく 定

員と し て事業者が申出た船員数と 船舶検査証書の船員数のどち ら か少ない数と す

る。 ） －（ 別紙） 「 月延べ船員数の算出根拠」 により 算出する。  

総ト ン数欄には、 当該航路に就航する船舶の総ト ン数を、 就航比率欄には、 離島航路 

第２ 表「 各科目分担率（ 見込） 一覧表」 から 転記するこ と 。 なお、 当期中に新船が就航し

た場合は、 備考欄に就航年月日を記載するこ と 。  

（ ※７ ）  船舶の建造総船価と する。 ただし 、 補助金等により 建造を行っ た場合は、 船価圧縮後の

簿価と する。  

（ ※８ ） 交付要綱様式２ －２ 運航計画書に記載し た運航回数と する（ 運航雑収入と なる他航路就

航又は回航等は除く 。）。  

（ ※９ ）  航路距離等の計算方法 

－（ 別添） 「 国庫補助対象航路の運賃等調査表」 により 算出する。  
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（ 別紙）  

 

 

月延べ船員数の算出根拠 

 

 

 

１ ． 雇用船員数      16  人 

 

 

① 常時10人以上の船員を使用する事業者の場合 

 
 

 船       名  船員法第97条により 届け出ら れた就業規則に 

 記載さ れた定員数 

 

           おく し ま                                      １   人 

           おおさ き                                      １   人 

           さ き し ま                                      １   人 

                                             

                                                            

 

② 常時10人未満の船員を使用する事業者の場合 

 

  船      名  船員法第69条に定める定員  船舶検査証書の船員数  

                         人                    人 

                         人                    人 

                          人                     人 

                          人                     人 

                                                           （ 船舶検査証書で確認）  

 

 

２ ． 月延べ船員数 

 

  船      名  適 用 船 員 数  月 延 べ 船 員 数  

      おく し ま                   １   人             ５       人 

      おおさ き                   １   人              ６      人 

      さ きし ま                   １   人                １       人 

                       人                        人 
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（ 別添）  

 

国庫補助対象航路の運賃等調査表  

 

○ 旅客運賃 

旅 客･･････２ 等運賃 
 

  
 １  

 （  和具 ）  

 

 Ａ ． 距離（ キロ）      3. 3 
 Ｂ ． 運賃（ 円） 旅 客    400 
 
 Ｃ ． 見込輸送人員（ 人）   3, 542 

 
 ２  

 （  間崎 ）  

 

 Ｄ ． 距離（ キロ）          6. 7 
 Ｅ ． 運賃（ 円） 旅 客   800 
 
 Ｆ ． 見込輸送人員（ 人）  11, 744 

 Ｇ ． 距離（ キロ）           3. 4 
 Ｈ ． 運賃（ 円） 旅 客      400 
 
 Ｉ ． 見込輸送人員（ 人）   7, 650 

 
 ３  

 （  賢島 ）  

 

 
   （ 注） 1． 当期中に運賃改定を予定し ている場合、 改訂の前後における輸送量比で按分し た賃率と する。  
       （ 旅客…輸送人キロ比）  

      2． 増便区間の増便分見込輸送人員を（  ） にて内書き するこ と 。  

 

※運賃等調査表による航路距離等の算出方法 
 
                          見込航行距離 

    Ⅰ 航路距離 

                          見込運航回数×２  

（ 小数点第２ 位）    ※８  
 
                           Ｂ ＋Ｅ ＋Ｈ  

    Ⅱ キロ当り 賃率 

                           Ａ ＋Ｄ ＋Ｇ  

（ 小数点第２ 位）  

 

Ⅲ 輸送（ 見込） 人キロ   Ａ Ｃ ＋Ｄ Ｆ ＋Ｇ Ｉ  

（ 小数点第２ 位）  

          ※増便分は、 増便分の見込輸送人員に距離を乗じ て算出する。  
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　離島航路第２表 （日本工業規格A列４番）

分 担 率 算 式

（１）就 航 比 率 に よ り 船 舶 ご と に 按 分 す る も の
　（ア） 旅 客 費 中 の 傷 害 保 険 料 及 び 雑 費 43,322.2 ( 本 航 路 )

　（イ） 貨  物  費  中  の  雑  費 75,214.9 (英虞湾全航路)

　（ウ） 燃   料   潤   滑   油   費
　（エ） 養       缶       水       費 当該船舶の本航路における年間走行距離 16,830.4 ( 本 航 路 )

　（オ） 船 費 （ 予 備 船 員 費 を 除 く ） 当該船舶の全航路における年間走行距離 16,830.4 (英虞湾全航路)

　（カ） 運       航      雑       費
　（キ）営業費用中の船舶に係る保険料、税金、利子、 20,595.8 ( 本 航 路 )

　　　　減価償却費、用船料 （増便した場合の増便分の分担率） 21,145.4 (英虞湾全航路)

当該船舶の本航路における 増便し た区間の年間走行距離 5,896.0 ( 本 航 路 )
   　 当該船舶の全航路における年間走行距離 5,956.0 (英虞湾全航路)

（２） 運 航 回 数 比 率 に よ り 按 分 す る も の
　（ア） 手   荷   物   取   扱   費 本 航 路 3,233.0 回

　（イ） 小   荷   物   取   扱   費 英虞湾全航路 5,450.0 回

　（ウ） 自  動  車  航  送  取  扱  費 　当該施設を利用する本航路の就航船舶の運航回数

　（エ） 貨    物    積    卸    費 　当該施設を利用する全航路の就航船舶の運航回数 3,233.0

　（オ） 港                         費 　　 5,450.0

　（カ）営業費用中の航路附属施設に係る保険料、税金
　　　　（事業税を除く）利子、減価償却費、賃貸料
　（キ） 航  路  附  属  施  設  費
（３） 収 入 比 率 に よ り 按 分 す る も の 　　　　　　　　

　（ア） 営      業      収      益 本 航 路 11,625,697

　（イ）営業費用中の税金の（３）その他（事業税） 　　　　　　　　 英虞湾全航路 138,805,457

　（ウ） 店                        費 本航路における運航収入 全 事 業 収 入 461,706,436

全事業収入（営業外収入を除く）

（増便した場合の増便分の分担率）

　 当該船舶の本航路における増便し た区間の運航収入

　 　 　 全事業収入（ 営業外収入を 除く ）

（４） 船 員 費 の 比 率 に よ り 按 分 す る も の 　　　　　

　（ア） 予    備    船    員    費

　　　　３．他 事 業 及 び 他 航 路 就 航 の な い 場 合 は 本 表 を 省 略 す る 。

　　　　４．分 担 率 は 小 数 点 以 下 ４ 桁 を 四 捨 五 入 し て ３ 桁 ま で と す る 。

　　　　５．運 航 回 数 比 率 を 求 め る 場 合 、 回 航 の 分 に つ い て は 入 渠 の 場 合 は 往 復 、 他 航 路 と の 入 替 に つ い て は 入 の み を 本 航 路 分 と す る 。

船 員 費
比 率

＝
船員費の本航路分担額（予備船員に係るものを除く）

船員費の総額（予備船員に係るものを除く）

　（注）１．本 航 路 分 担 率 の 欄 に 分 担 率 算 式 を 参 考 に し て 航 路 ご と に 分 担 率 を 算 出 す る こ と 。

　　　　２．使 用 船 舶 の 各 航 路 運 航 状 況 調 （ 第 ９ 表 ） に よ り 分 担 率 を 算 出 す る こ と 。

収入比率 ＝ （全事業比率）
11,625,697

＝ 0.025
461,706,436

収入比率 ＝

（英虞湾比率）
11,625,697

＝ 0.084
138,805,457

運航回数
比 率

＝

＝ 0.593

( お お さ き ) ＝ 0.974

就航比率 ＝ ( さ き し ま ) ＝ 0.990

各　科　目　分　担　率　（　見　込　）　一　覧　表

本 航 路 分 担 率

( 就 航 比 率 ) ＝ 0.576

就航比率 ＝ ( お く し ま ) ＝ 1.000
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離島航路第９表

計 計
3.3×2 Km 3.4×2 Km Km Km Km Km Km Km Km 15 Km

回　数 1,256.0 1,256.0

延キロ 16,830.40 16,830.40

回　数 1,537.0 2.0 1,575.0

延キロ 20,595.80 9.60 21,145.40

回　数 440.0 444.0

延キロ 5,896.00 5,956.00

回　数

延キロ

回　数 155.0 155.0

延キロ 1,003.47 1,003.47

回　数 2,018.0

延キロ 30,270.00

回　数 2.0 2.0

延キロ 9.6 9.60

回　数

延キロ

回　数

延キロ

回　数

延キロ

回　数

延キロ

回　数

延キロ

回　数 3,233.0 159.0 5,450.0

延キロ 43,322.20 1,022.67 75,214.87

 （注）船舶は予備船を含む全使用船舶について記入すること。ただし、本航路に関係ある港に寄港しない航路および船舶については本表に記入しないこと。
       また、実施要領２．（２）①に係る申請をする場合は、（　）にて増便分を内書きすること。

21,337.80 30,870.00

2,058.0
合 計

3,233.0 3,233.0 155.0 4.0

21,984.40 1,003.47 19.20

30,270.00

み つ し ま

2,018.0
エスペラ ンサ

1,003.47

60.00

マ リ ン キ ャ ブ
155.0

（さきしま）
440.0 440.0 4.0

2,904.00 2,992.00

540.0

36.0

10,144.20 10,451.60 9.6
（おおさき）

1,537.0 1,537.0 2.0

8,289.60 8,540.80

（不）英虞湾航
路

(不)英虞湾周
遊間崎～賢島

お く し ま
1,256.0 1,256.0

2.0

9.6

使 用 船 舶 の 各 航 路 別 運 航 状 況 調

和 具 ～ 賢 島 航 路 (不)　英　　虞　　湾　　航　　路
英虞湾内
周　　遊 合　　　計

和具～間崎
船 名

航路名

区間および

距離

船 名

航路名

船 名

航路名
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離島航路第１０表

本 航 路 輸 送 人 員
及 び 運 賃 収 入

備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考

輸送人員 11,677.0

運賃収入 6,904,624

輸送人員

運賃収入

輸送人員 7,016.0

運賃収入 2,283,800

輸送人員 321.0

運賃収入 353,787

輸送人員 3,922.0

運賃収入 1,629,733

輸送人員 22,936.0

運賃収入 11,171,944

 （注） 実施要領２．（２）①に係る申請をする場合は、（　）にて増便分を内書きすること。

回　数　券

計

                    旅 客 輸 送 人 員 及 び 運 賃 収 入 報 告 （見 込）　

普　通　券
（　片　道　券　）

普　通　券
（　往　復　券　）

定　期　券

団　体　券

種 別

区 分

人員
運賃・

人員
・
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離島航路第１６表 　

消費量 消費量 金　　額

おくしま 33,905 3,165,192 213 1.000

おおさき 44,553 3,970,878 300 0.974

さきしま 17,067 1,550,871 73 0.990

95,525 8,686,941 586

本 航 路 本 航 路

33,905 33,905

43,394 43,394

16,896 16,896

94,195 94,195

　（注）１．本表には回航用燃料も包含して記入すること。

　　　　２．本航路分担率は就航比率による。

　　　　３．実施要領２．（２）①に係る申請をする場合は、（　）にて増便分を内書きすること。

　　　　４．３．の増便分は、増便分の就航比率による。

95,525 95,525合　　計

44,553 44,553

さきしま 0.990 17,067 17,067

33,905 33,905

＜本航路分担消費量＞
おおさき 0.974

全 航 路 本 航 路 全 航 路 全 航 路

おくしま 1.000

8,793,000

船　　名
本航路
分担率

Ａ　重　油 Ｃ　重　油 軽　　　油 合　　　計

全 航 路 本 航 路

228,066 8,915,007

1,562,36927,280 1,578,151

3,251,285 3,251,285

114,693 4,085,571 3,979,346

金　　額

86,093

金　額
潤滑油

金　　　額
金　　額 消費量 金　　額 消費量

　　　燃　　料　　潤　　滑　　油　　費　　内　　訳　

主　燃　料 補　　　　　　　　　　　　助　　　　　　　　　　　　油 合　　　計

本航路
分担率

本　航　路
分　担　額年　間

消費量船 名

種 類
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あご湾定期船の
通学定期券の購入費用を

志摩市が補助し ます!

補助の内容

志摩市では、 賢島港から 和具港を結ぶあご湾定期船の利用促進と 通学費
用負担軽減の観点から 、 通学定期券の購入費用の一部を 補助し ています。

① 志摩マリ ンレジャ ー株式会社が販売する通学定期券（ １ か月・
３ か月・ ６ か月定期券のいずれも 補助対象） を購入

② 購入の証明と し て、 通学定期券の写し （ コ ピー・ 写真） を 保管
③ 申請書に通学定期券の写し を添付し 、 市へ申請手続き を行う

（ 申請期間）
❶4 月～9 月購入分: 9 月末まで ❷１ ０ 月～３ 月購入分: ３ 月末まで
※定期期間満了前でも 、 購入時点で申請は可能です。
例: ４ 月１ 日～９ 月３ ０ 日の6 か月定期券（ 4 /1 ～申請でき ます）

④ 市から 補助金を指定の口座に振り 込み

志摩市政策推進部総合政策課
TEL : 0 5 9 9 -4 4 -0 2 0 5 （ 平日8: 30～17 : 15）
E-m a il : so g ose isa k u @ city. sh im a . lg . j p

申請の流れ

問合せ先

定期券の種類
定期券額

（ A）
補助金額

（ B）
実質負担額

（ A） －（ B）
１ か月定期券 19, 200円 5, 760円 13, 440円
３ か月定期券 54, 720円 16, 416円 38, 304円
６ か月定期券 103, 680円 31, 104円 72, 576円

※申請手続き には、 定期券を購入し たこ と を証明する書類と し て、
定期券の写し （ コ ピー・ 写真） が必要です。 定期券のコ ピー又は写真を
必ず保管し ておいてく ださ い。

志摩市HP

令和７年度版

航路通学を行う 生徒の保護者が定期券を購入し た場合の費用について
1 0 分の3 （ 3 0 ％） を 補助 ※志摩市外に居住の方も 対象と なり ます。

※申請手続き の詳細は市ホームページより ご確認く ださ い。

資料3-2
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車内で両替はできません。

おつり のないよう ご準備をお願いし ます。

運行時間

月/火/水/金/土 8 :3 0 ~ 1 6 :3 0

時刻表や決まっ た運行経路がなく 、 A I（ 人工知能） が

予約状況に応じ て運行経路を 考えながら 走行する

新し いのり あい型交通です。

「 のり あい」 と は？

運休日

木・ 日・ 祝日
12 月2 9日～1月3 日

～暮ら し の移動を も っ と 便利に～

距離制運賃
（ 直線距離）

大人 割引運賃 特別運賃

1km未満 200円 100円 100円

1～2km未満 300円 150円 150円

2～4km未満 400円 200円 -

4km以上 500円 250円 -

【 割引運賃対象】 ※未就学児無料

①小学生および中学生 ②障がい者および同伴する介護者1 名

＊

＊

【 特別運賃対象】 ※詳し く は別ページ を ご確認く ださ い

①路線バスと の乗り 継ぎのために利用する方
②病院から 最寄り の薬局への移動で利用する方

「 のり あい」デマン ド 交通

運賃

利用の流れ

実証運行期間

令和6年1 1月1 9日～令和7年3 月2 9日

会員登録を する1

配車予約 ※詳し く は別ページを ご 確認く ださ い

2

予約し た停留所で待つ3
予約し た時間までに停留所でお待ち く ださ い。

目的地に到着5

❶ 利用する 方のお名前

❷ 電話番号

❸ 乗車およ び降車場所

❹ 乗車日時と 人数

予約を する 際は下記の情報が必要と なり ます。

☎ 0599-55-0012予約セン タ ー

志摩町版

電話またはアプ リ ・ LIN Eにて登録が可能

乗車・ 運賃のお支払い4 乗車時に運賃を お支払いく ださ い。

・ ・ ・ ・

1 1 月1 8 日

予約受付開始

運賃は予約時に

確認でき ます

ゴー おゴー おいいひ

停留所目印
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①公式LIN Eの「 公共交通」

を 選択「 のり あい予約」 を
押す

L IN Eで 予約

志摩市

LIN E公式
アカ ウン ト

②出発地・ 目的地を 選ぶ。

流れに沿って進み、 「 予約を
確定する 」 を 押すと 予約完了

専用ア プ リ 【 のる ーと 】 は、 無料で ご登録いただけます。 専用アプ リ にご登録いただく と 、

2 4 時間「 のり あい」 の配車予約が可能です。 まずは以下のQRコ ード から のる ーと

専用ア プ リ を 検索し 、 ユーザー登録を 行な っ てく ださ い。

専用アプリ で予約

「 のる ーと 」 のア プ リ 登録・ 利用方法は

  Y ouTub eで も ご 覧いただけま す。

「 のる ーと チ ャ ン ネル」 で 検索

Appleと Appleのロ ゴは、 米国およ びその他の国で登録さ れたApple  Inc.の商標です。
Google Play およ び Google Play ロ ゴは、 Google LLC の商標です。

のる ーと チ ャ ン ネル

①アプリ を 起動

「 どこ に行き ますか？」 を 押す

A.すぐ に呼びたい場合

出発地と 目的地を 決める 。
時間指定で「 今すぐ 」 に設定し

最後に「 配車予約を 確定する」

を 押す。

B.事前予約をする 場合
出発地と 目的地を 決める 。

時間指定で「 事前予約」 を 選択。

日付と 時間を設定し 最後に

「 配車予約を確定する」 を 押す。

志摩市公式LIN Eから 2 4 時間「 のり あい」 の配車予約が可能です。

ま ずは以下のQRコ ード から ユーザー登録を 行なっ てく ださ い。

②

お電話で予約

路線バスへ乗り 継ぎ、 も し く は路線

バスから 乗り 継ぎの場合は、 運賃区分

「 その他」 で予約する と 、 2 km 未満に

限り 料金が割引になり ます。

病院から 最寄り の薬局に行かれる 際に、

「 のり あい」 を ご利用さ れる 場合は、 運

賃区分「 その他」 で予約する と 、 料金が

割引になり ます。

※特別運賃対象について

1

特別運賃を利用する際は、 「 のり あい」 乗務員・ 電話オペレータ ーにその旨をお伝えく ださ い。

特別運賃の適用は、 特定の乗降場所のみです。 中面地図でご確認く ださ い。

☎ 0599-55-0012
受付時間 月/火/水/金/土(祝日除く ）  9 : 0 0 ～1 7 : 0 0

2 利用する 方のお名前、 電話番号を お伝えく ださ い。

初回予約の際は会員登録を 行います。

3 乗車およ び降車する 場所を お伝えく ださ い。

4 乗車日時と 人数を お伝えく ださ い。

一緒に乗車する 方がいる場合はお知ら せく ださ い。

配車予約専用ダイ ヤルに電話

1

帰り の予約も 一緒にでき ま す。

予約し た内容に変更や取り 消し がある 場合も 、 配車専用ダイ ヤルにお電話く ださ い。

乗り 継ぎ 病院→最寄り の薬局2

※事前予約は7 日前から 受付

※事前予約は7 日前から 受付

※事前予約は7 日前から 受付

8 :3 0 ~ 9 :0 0 の配車予約は予約セン タ ー時間外のため前日までにご予約く ださ い。

ゴー おゴー お いい ひ

☎0 5 9 9 -5 5 -0 0 1 2
☎0 5 9 9 -4 4 -0 2 0 5

三重交通株式会社

志摩市総合政策課

・ 運行状況 / 忘れ物に関し て

・ 「 のり あい」 に関し て

4 0
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注意事項
●キャ ンセル料は参加確定以降かかる場合があり ます。 　 ●応募多数の場合は志摩市

在住の方を 優先し て抽選を 行い、参加者を決定し ます。 　 ●悪天候の場合はク ルージ

ングが中止と なる場合がございます。 　 ●主催者の判断により 、やむを得ずイ ベン ト

内容を一部変更、中止する場合がございます。

男性： 三重県在住の2 5 ～3 5 歳程度

女性： 2 5 ～3 5 歳程度

最大12 名程度（ 男女 各6 名 程度）
※男女の数は均等になる よ う に調整し ま す。

※応募多数の場合は抽選。

男女と も に 2 ,0 0 0 円

（ 入村料、ラ ンチ代、乗船代含む）

志摩地中海村

1 0： 1 5 集合

2 0 2 4 11年 月16 日（ 土）

（ 志摩市浜島町迫子2619-1）

志摩市に興味のある方大歓迎！

ペア割 でお得！
お友だち 同士２ 名で の申込みで 参加費がお得に！

2 名で 4 ,0 0 0 円のと こ ろ …

3 ,5 0 0 円

2 ,0 0 0 円

※同性同士の申込みで適用と なり ます。

男性ペア

女性ペア

500 円割引！

1名分無料 !

＃お友だちと 行こう !

女性スタ ッ フ 同行で安心！

令和6 年度志摩市結婚支援事業

SN Sでも 話題！海外旅行に行ったか

のよう な 気分が味わえる テ ー マ

パーク「 志摩地中海村」を楽しめる!  

ミ シュラン 1 つ星と のコ ラ ボレスト

ラ ン「 リ アス・ バイ・ コ コ チャ」 で

豪華ランチまで…♡

英虞湾に浮かぶ真珠

養 殖 の 島「 間 崎 島」

まで のク ルージング

は、のんびり 海を 眺

める癒し の時間…♪

気分は小旅行 クルージングでのんびり

※写真等はイ メ ージです。

日　 時

集合場所

定　 員

参加費

対　 象

主催： 志摩市　 運営： 株式会社デルタ スタ ジオ　 協力： 志摩地中海村、みえ出逢いサポート セン タ ー、いせ出会い支援センタ ー

志摩地中海村＆間崎島志摩地中海村＆間崎島
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主催： 志摩市　 運営： 株式会社デルタ スタ ジオ　 協力： 志摩地中海村、みえ出逢いサポート センタ ー、いせ出会い支援センタ ー

お問い合わせ先 主催 志摩市観光経済部経済課

三重県志摩市阿児町鵜方3 0 9 8 番地 2 2

TEL（ 0 5 99 ）4 4 -0 0 1 0申込みは応募フ ォ ーム

から お願いいたし ます。

株式会社デルタ スタ ジオ

TEL（ 05 9 ）3 5 5 -13 2 0  （ 平日1 0 :0 0 ～1 8 :0 0 ）

三重県四日市市安島1-3 -3 1  ト ナリ エ 四日市4 階

※本イ ベン ト の運営は、志摩市が株式会社デルタ スタ ジ オに委託し ていま す。

h ttp s://fo rm s.g le/U zC2 2 Jy8 yG D eXLBW A

右記二次元 コ ード にアク セスし 、

応募フ ォ ームより 必要事項を記入し て、

2 02 4 年11 月6 日（ 水） までにお申し 込み

く ださ い。

※d e lta stu d io .cp @ g m a il .co m から のメ ールを 受け取れる よ う に設定し ておいてく ださ い。

締切日翌日に抽選の結果を、応募フォームにてご入力いただいた

メ ールアド レスへご連絡いたします。

※メ ールが届かない場合は、株式会社デルタ スタ ジオまでお問い合わせく ださ い。

2 0 2 4 年1 1 月6 日（ 水）申込締切

申込方法

SN Sでも 話題！海外旅行に行っ たかのよ う な気分が味わえる テーマパーク「 志摩地

中海村」 と 、英虞湾に浮かぶ「 間崎島」 を 舞台に、豪華ラ ン チやク ルージン グ、も ち

ろ ん地中海村のお散歩も ♪非日常を 感じ る １ 日を 一緒に過ごせば、気づいたら みん

なと 仲良く なっ てます♪

参加費と 身分証明書を

確認し て受付完了。

参加者のプロ フ ィ ール

をお渡し し ます。

3 0 分程度のク ルージ

ング♪

途中で間崎島に上陸し

て休憩し ます。

絶品 のお 料理を

堪能…♪

散策や休憩など自由に

過ごし まし ょ う 。 も ち

ろ ん気になるあの人を

誘っ て過ごし ても ◎

こ れから も 連絡を 取り

たいあの人をスタ ッ フ

に教えてね♪みんなの

前で発表し たり はし ま

せん！

マッ チングし た人は

連絡先交換が

できます！

イ ベン ト の流れ

まずはみんなで

自己紹介♪

友達と 日帰り 旅行気分で参加し まし た。間崎島の海の綺麗さ に感動し まし た。

異性と の交流だけでなく 、気の合う

同性の友達も でき まし た。

イ ベント 後にそのまま複数人でご飯に行き まし た。

いい出逢いにつながっ て参加し てよかっ たです。

集合

（ 志摩地中海村エント ラ ンス）

グループでの

お話タ イ ム

ミシュラン1つ星との
コラボレストランで

ランチタイム♪

間崎島へ

ク ルージン グ

地中海村で

フ リ ータ イ ム
マッ チング 解散

志摩地中海村＆間崎島志摩地中海村＆間崎島
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運航事業者により 、 国庫補助金（ 交通 DX・ GX による経営改善支援事業） を活用し 、 主力

船舶「 おく し ま」 の補機関及び空調設備換装等を実施する。 実施にあたっ ては、 市も 協調

し て補助を実施。  

 

1. 交通 DX・ GX による経営改善支援事業（ 国）  

 

地域の交通事業者による地域交通の DX（ デジタ ル・ ト ラ ンスフ ォ ーメ ーショ ン）・  GX（ グ

リ ーント ラ ンスフ ォ ーメ ーショ ン） 等を 通じ た経営効率化・ 経営力強化の取組に対する支援

措置を 講じ る。（ 補助率 1/2）  

 

 

2. 英虞湾指定航路運航維持支援事業補助金（ 市）  

 

間崎島住民の生活に不可欠で唯一の移動手段と し て重要な役割を 担う 英虞湾指定航路( 以

下「 指定航路」 と いう 。 ) について、 安定し た運航及び安全安心な利用環境を 確保するこ と

を 目的と し て、 指定航路を運航する事業者に対し 、 当該航路の運航維持に係る経費の一部を

補助する。（ 補助率 1/2）  

 

 

3. 事業予定額 

 

14, 491, 400 円 

（ 事業費内訳）  

新補機「 ノ ーザンラ イ ツ舶用補機関 M773LK型」     6, 006, 000 円 

空調設備交換費用                 3, 056, 350 円 

工事費( 検査費他諸経費含む)             5, 429, 050 円 

 

 

4. 事業負担割合 

 負担者 負担額（ 千円）  

① 交通 DX・ GX による経営改善支援事業（ 国）  6, 587 

② 英虞湾指定航路運航維持支援事業補助金（ 市）  6, 587 

③ 運航事業者 1, 318 
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5. 実施スケジュ ール（ 予定）  

 

令和７ 年 ７ ～８ 月 国庫補助金（ 交通 DX・ GX による経営改善支援事業） 交付決定 

                  市補助金（ 英虞湾指定航路運航維持支援事業補助金） 交付決定 

主力船舶「 おく し ま」 の補機換装等_ 着工 

令和８ 年 ２ 月   主力船舶「 おく し ま」 の補機換装等_ 完成 

３ 月   主力船舶「 おく し ま」 の運航開始 

 

 

6. 定期船の状況 
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要望書 
 
 

交通Ｄ Ｘ ・ Ｇ Ｘ による経営改善支援事業 

 

 
上： 定期船が経由する間崎島 

下： 定期船「 おおさ き」 が運航する様子 

 

 

 

 

 

 

三重県志摩市 
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要望書 
 

平素は、三重県志摩市の公共交通施策の推進に格別のご高配を 賜り 、厚く 御礼

申し 上げます。また、特に離島航路である英虞湾定期航路の確保維持に対し まし

ては、 地域公共交通確保維持事業（ 離島航路運営費補助） において、 継続的なご

支援を 賜っ ており ますこ と 、 重ねて感謝申し 上げます。  

 さ て、志摩市はほぼ全域が伊勢志摩国立公園に指定さ れるなど、豊かな自然と

人々の暮ら し が織り なす美し い景観や、 豊富な海産物に恵まれた魅力あふれる

地域です。 その魅力を活かし 、 令和５ 年６ 月には、『 Ｇ ７ 三重・ 伊勢志摩交通大

臣会合』 が開催さ れ、 本会合の開催を 契機に、 当市においても 、 交通施策に対す

る市民等の関心が高まっ ています。  

 一方で、生産年齢人口の減少に伴う 通勤及び通学需要の減少、高齢化率の高ま

り 、運転手不足や燃油価格の高騰など、地域公共交通を 取り 巻く 環境は大変厳し

い状況にあり ます。  

 特に、離島住民の生活航路であり 、観光面でも 重要な交通手段と なっ ている、

「 賢島～間崎～和具」 間を 結ぶ「 英虞湾定期航路」 は、 経年により 、 運航する船

舶の主機関故障等が発生し 、 運航が不安定と なるこ と が懸念さ れています。  

 本市と し ては、英虞湾定期航路の確保維持を 図り 、離島住民や観光客等が安心

し て航路を利用でき るよう 、 運航事業者の支援に努めていると こ ろ ですが、「 交

通Ｄ Ｘ ・ Ｇ Ｘ による経営改善支援事業」 の継続など、航路の確保維持に係る支援

制度に格段のご配慮をお願いいたし たく 、次の事項について、強く 要望し ます。  

 

記 

 

１ ．主機関換装等を段階的に実施するため、交通Ｄ Ｘ ・ Ｇ Ｘ による経営改善支援

事業を 令和７ 年度以降も 継続し ていただく と と も に、 支援内容のさ ら なる拡

充を 要望し ます。  

 

２ ．突発的な故障などにより 主機関換装等、規模の大き な修繕等の必要が生じ た

場合に、 早急な事業着手が可能と なる 支援制度の構築及び必要な予算の確保

を要望し ます。  

 

 

  令和６ 年５ 月                 

                  三重県志摩市長 橋 爪 政 吉 
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令和５ 年度に国庫補助
を 活用し 修繕完了

令和６ 年度に国庫補助
を 活用し 修繕予定

停止中

令和７ 年度に国庫補助
を 活用し 修繕を 希望

（ 国勢調査）
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事 務 連 絡 

令 和７ 年６ 月５ 日 

 

 

旅客船事業者  各位 

 

中部運輸局海事振興部 

 

 

令和６ 年度第１ 次補正予算「 交通Ｄ Ｘ ・ Ｇ Ｘ による経営改善支援事業」  

に対する支援の執行方針について（ ２ 次募集）  

 

 

標記について、 １ 次募集での執行残があるため、 １ 次募集と 同様に事前調査による２ 次

募集を行います。  

本事業は、 地域公共交通確保維持改善事業の関連予算と し て「 交通Ｄ Ｘ ・ Ｇ Ｘ による経

営改善支援事業（ 令和６ 年度第１ 次補正予算、 令和６ 年 12 月 17 日閣議決定）（ 以下、「 経

営改善支援事業」） に対する支援が盛り 込まれたも ので、 本経営改善支援事業の執行につ

き まし ては、 改正後の地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（ 以下、「 要綱」

と いう 。） 及び地域公共交通確保維持改善事業実施要領（ 以下、「 要領」 と いう 。） による

他、 ２ 次募集にあたり 下記のと おり 定めまし たので、 ご了知く ださ い。  

 

 

記 

 

１ ． 補助対象事業者  

要綱第 26 条第２ 項に定める離島航路事業及び同条第３ 項において離島航路事業と み

なすこ と と さ れている事業を営む者（ ※）。  

   ※ 現況表（ 令和６ 年４ 月１ 日現在）において離島航路と 整理さ れている 276 航路。

ただし 、 ２ ． の●設備補助については、 276 航路以外（「 著し く 不便」 などで他に

出てき た場合等） は個別に判断する。    

 

２ ． 補助対象経費  

●設備補助 

○補助対象経費 

要綱附則第４ 条によ り 策定する「 交通 DX・ GX等によ る 地域公共交通経営改善計

画」 に基づく 、 公共交通のデジタ ル化・ システム化・ グリ ーン 化に要する 費用（ ダ

イ ヤ最適化システム等） 並びにデジタ ル化・ システム化・ グリ ーン化のための技

術研修及び調査等（ 人件費は除く ） に要する経費 
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○算定方法 

   ・ 補助対象経費の 100 万円以下の部分については定額補助。 100 万円を超える部分

については、 １ ／２ 補助。  

   ・ 地方自治体の支援を併用する場合は、 本支援制度による補助額と 合算し た際に補

助対象経費を 超える場合（ 又は超えるこ と が見込まれる場合） には、 本支援制度

の補助額は補助対象経費を 超えない額まで減額する。  
     例)  補助対象経費２ ５ ０ 万円の場合、本支援制度による補助額は１ ７ ５ 万円と

なるが、 既に自治体から １ ０ ０ 万円の支援を受けている場合には、 本支援
制度による補助額は１ ５ ０ 万円と なる。  

     ・ 補助対象経費は航路毎に算出し た額を積み上げる。  

・ 補助率は１ ／２（ 設備補助に係る補助対象経費の 100 万円以下の部分については

定額補助） に相当する額と し 、 予算の範囲内において定める額と する。 なお、 予

算を 上回る 申請があっ た場合は補助額を 予算内に収める ための係数を 乗じ て減

額調整する。  

・ 端数処理は、 算定後は切り 捨てと し 、 それ以外の算定時は小数第一位以下を四捨

五入と する。  

    ・ 補助対象期間前に要し た経費については、 補助対象経費から 除く 。  

 

 

３ ． 補助対象期間  

令和７ 年４ 月１ 日から 令和８ 年３ 月 31 日までと する 

 

 

４ ． 手続き   

（ １ ） 事前調査 

○提出書類 

  ・ 附則第４ 条に定める「 交通 DX・ GX 等によ る地域公共交通経営改善計画」 は別添

３ の記載例を も と に作成する 他、別添３ の７ ．に記載する書類を添付するこ と 。

その他要件の確認に必要な書類の提出を求める。 また、 策定し た計画は関係自

治体にも 提出する こ と 。  

    ・ 交付を 希望する事業者は附則第７ 条に定める書類のう ち、 様式 14－１ による補

助金交付申請書以外の書類を 所轄の各地方運輸局等に提出する。  

・ 交付申請書の別紙（ 様式 14－１  別紙） の記載例は別添４ のと おり 。  

・ 設備補助については、 見積書（ 既に購入等済については、 領収書等の支払っ た

こ と を 証する書類） も 添付するこ と 。  

        ・ 別添３ の７ ． に記載する、「 国又は地方公共団体による支援制度を 活用し ている

場合には、 その内容及び額を 証明する 書類」 には令和７ 年４ 月以降で活用し て

いる全ての支援制度を 記載するこ と 。 ただし 、 要綱に基づく 支援は除く 。  

     

  ○期日 

    令和７ 年６ 月 18 日（ 水） 15 時 
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  ○交付予定額の連絡 

    提出書類をも と に審査のう え、 交付予定額を 確定し 、 各地方運輸局等を通じ て、

事業者へ連絡する。（ 令和７ 年６ 月 27 日（ 金） 目処）  

 

（ ２ ） 交付申請 

 ○提出書類 

    各地方運輸局等から 交付予定額の連絡を受けた事業者は様式 14－１ による補助金

交付申請書（ その他書類は事前調査時に提出いただいた書類を 引用する） を 提出す

る。  

 

○期日 

    交付予定額の連絡時に期日も 合わせて連絡する。  

 

（ ３ ） 完了実績報告書 

○提出書類 

附則第 13 条第２ 項に定める添付書類は航路毎の交通 DX・ GX 等による地域公共交

通経営改善計画の報告が分かるも のと する。 また、 その他要件の確認に必要な書類

の提出を求める。  

 

（ ４ ） その他 

    ・ 交付申請は事業者単位と する（ 複数航路を運航する場合であっ ても 同じ 。）。  

    ・ 本補助金の趣旨に鑑みて、 各地方運輸局等において以下について事前調査時に

申請者に聞き取り 等により 確認するこ と 。  

     なお、 確認でき ない項目がある場合は交付申請時に「 交通 DX・ GX 等による地域

公共交通経営改善計画」 に改善に向けた計画を 記載さ せるこ と 。  

① 従業者の雇用及び給与の適切な維持を 図っ ているこ と 。  

② 海上運送法等の法令遵守等により 安全が確保さ れているこ と 。  

③ 複数航路を 運航する場合は、 航路事業全体と し て収支改善に資する取組

を 行っ ているこ と 。  

④ 訪日外国人の受け入れ環境が十分に整っ ている航路であるこ と 。  

⑤ 「 交通 DX・ GX 等による地域公共交通経営改善計画」 の履行にあたっ て、

地元自治体の協力が確実に得ら れるこ と 。  

⑥ 海上運送法第二十四条の規定に基づく 「 船舶運航事業者等の提出する 定

期報告書（ 省令報告） 」 を提出し ているこ と 。  

 

 

 

５ ． 検査の方法  

   額の確定のための検査の方法は書面の提出によるこ と と する。  
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国土交通省中部運輸局海事振興部旅客課 

担当： 上野 

電話： ０ ５ ２ －９ ５ ２ －８ ０ １ ３  
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